
重要事項説明書 

（介護老人保健施設 ハイマート有玉 訪問リハビリテーション） 

 

医療法人社団 岡崎会 

 ハイマート有玉 

訪問リハビリテーション 

 

  当事業者が提供する指定訪問リハビリテーションの内容に関し、あなたに説明すべき重要

事項は次のとおりです。 

１  事業者の概要 

事業者の名称 医療法人社団  岡崎会 

代表者名 理事長 岡﨑 貴宏 

主たる事務所の所在地 札幌市東区北三十二条東一丁目 6 番地 10 

電話番号 011-776-6681 

 

事業所の名称 介護老人保健施設 ハイマート有玉 訪問リハビリテーション 

事業所の所在地 静岡県浜松市中央区有玉南町１４３６ 

介護保険事業所番号 22257280129 

指定年月日 令和 6 年 7 月 1 日 

通常の事業の実施地域 浜松市中央区 

交通の便 遠鉄自動車学校前より徒歩１２分 

 

２  事業者の職員の概要 

職    種 資   格 員    数 

管理者 医師 １人 

理学療法士・作業療法士 １人 

 

３  サービスの提供時間 

提供日 平日（月）～（金）（土・日・祝・１２／３０～１／３を除く） 

営業時間 ９：００～１７：００ 

 

４  訪問リハビリテーションの運営の方針 

 地域包括ケアの体制の基に、利用者の有する能力に応じ、生活機能の維持または向上

を目指し、心身の機能の維持回復を図れるよう、支援し訪問リハビリテーションを実施

いたします。 

 

 

 



５  利用料金    

（1）当事業者の指定訪問リハビリテーションの提供（介護保険適用部分）に際しあなたが

負担する利用料金は、原則としてご利用者の介護保険負担割合証に準じます。ただし、

介護保険の給付の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担となります。 

  ＊利用料金表は別紙参照 

 

利用料金（1 日につき）                     令和 6 年 6 月 1 日 

        内容 料金 

訪問リハビリテーションの実施 

１回  ２０分  ３０８単位 

 

   ４０分  ６１６単位 

 

３１４ 円 

 

       ６２７ 円 

短期集中リハビリテーション実施加算 
（退院、退所、認定日から起算して３か月以内） 

 １日につき ２００単位 

２０４ 円 

リハビリテーションマネジメント加算 2 

 （１ヶ月につき１回） ２１３単位 

リハビリテーションマネジメント加算 3 

 （1 ヶ月につき 1 回） ２７０単位 

 

  

       ２１７ 円 

 

       ２７５ 円 

サービス提供体制強化加算 

１回  ６単位 

 

 ７ 円 

※浜松市は地域区分が「７級地」である為、単位数に 10.17 円を乗じた金額が料金と 

なっています。 

（２）交通費 

浜松市中央区にお住まいの方は、交通費は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は、「通常の事業の実施地域を越えた地点から」計測

する距離で交通費を支払っていただきます。５kｍ以内 片道３００円 

（３）その他の費用 

訪問リハビリテーションを提供するための、水道、ガス、電気等の費用は自己負担と

なります。 

（４）料金の支払い方法 

  ○１ヶ月間のご利用料金は請求書を翌月１５日前後に郵送しますので、当施設指定の金

融機関（浜松磐田信用金庫または静岡銀行）より翌月２０日（土･日･祝日の場合は前

営業日）に自動引落しになります。金融機関振込みの場合、別途手数料が必要となり

ます。 

  ○万一、残高不足で引落しが出来なかった場合、当月末までに現金払いとなります。 

  ○事情により自動引落し手続きが出来ない場合、窓口にご相談下さい。 

  ○ハイマート有玉事務課まで直接お越しいただき利用料をお支払いされても結構です。 

（営業日時 平日 ８：３０～１７：００  土 ８：３０～１２：００） 

 

 



（５）キャンセル料 

   キャンセル料はいただきません。予定変更となり、キャンセルする場合は、至急連絡

してください。 

（６）その他 

   被保険者証の支払い方法の変更の記載（保険料を滞納しているため、サービスの提供

を償還払いとする旨の記載）があるときは、費用の全額を支払っていただきます。こ

の場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、市町

村の窓口に提出して差額の払い戻しを受けてください。 

 

６  サービスの利用方法 

（１）利用開始 

    ○ 当事業者に電話等でお申し込みください。当事業者の担当職員がお宅に伺い、当事

業者の指定訪問リハビリテーションの内容等についてご説明します。 

    ○ この説明書により同意を得た後、当事業者の理学・作業療法士が訪問リハビリテー

ション計画書を作成し、サービスの提供を開始します。 

    ○ 居宅サービス計画・介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場

合は、事前に居宅介護支援事業者・地域包括支援センターにご相談ください。 

（２）サービスの終了 

   ア 本人のご都合でサービスを終了する場合 

      サービスの終了を希望する日の 7 日以上の予告期間をもって文書で申出てください。 

   イ 当事業者の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合があ

ります。この場合は、サービス終了日の１ヶ月前までに、文書により通知します。 

ウ その他 

・当事業者が正当な理由がなくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、

利用者や利用者の家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、当事業者が破

産した場合、文書で通知することにより直ちにこの契約を終了することができます。 

・サービスの利用料金を１ヶ月以上滞納し、支払の催告を再三したにもかかわらず支

払わないとき、利用者が当事業者に対してこの契約を継続しがたいほどの背信行為を

行った場合は、文書で通知することにより、直ちにこのサービスを終了させていただ

く場合があります。 

 

７ サービスの内容 

  指定訪問リハビリテーションを行うにあたっては、主治医の文書による指示に従います。 

 

８ 緊急時の対応方法 

    指定訪問リハビリテーションの提供中に利用者の容体に変化等があった場合は、速やか

に主治医等に連絡します。 

 



９ 非常災害対策 

  非常時の対応 
別途定める「医療法人社団 岡崎会 消防計画」にのっとり対応

を行います。 

  近隣との協力関係 
非常時の相互の応援を約束しています。 

 

  平常時の防災訓練等 
別途定める「医療法人社団 岡崎会 消防計画」にのっとり年２

回夜間及び昼間を想定した避難訓練を実施します。 

  防災設備 

火災報知器・誘導灯・消火器・煙感知器・熱感知器・非常放送装

置など 

 

 

１０ 業務継続計画 

  当施設では、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継

続的に実施するための計画を策定し、計画にのっとり対応をおこないます。 

 

１１  個人情報保護法への対応について 

  当施設は、利用者とその関係者に関する個人情報について適正に取り扱い、法令の定め

る場合を除き、利用者の許可なくその情報を第三者に提供いたしません。介護保険サービ

ス等、利用のための市町村、居宅支援事業者、その他の介護事業者等への情報提供につい

ては、事前に同意を得た上で行います。 

  確認・修正・開示等を求められた場合についても内容確認の上、遅延なく対応いたしま

す。 

個人情報保護方針、問い合わせについては事務窓口、相談員までお願いいたします。 

 

１２ 身体の拘束等 

当施設では、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐 

  れがある等緊急やむを得ない場合は、医師が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制 

  限することがあります。この場合には、その状態および時間、心身の状況等、緊急やむ 

  を得なかった理由を記録し、家族に説明と同意を得ることとします。 

 

１３ 虐待防止について 

  当施設では、利用者の人権擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、定期的な 

 委員会の開催及び研修を実施し従業者に周知徹底を図ります。サービス提供中に虐待を 

 受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに市町村へ通報します。 

 

１４ 衛生管理について 

  当施設において感染症が発生した場合、まん延しないよう対策を行います。 

 

 



１５ 学生実習受け入れについて 

当事業所は、リハビリテーション科を有する学校の臨床実習を受け入れています。実習

については、ご家族の同意を得てから実施いたします。尚、同意をした後も実習の同行

訪問を断る事が出来ます。 

 

１６ 記録の整備、閲覧について 

サービスの提供に際して作成した記録・書類を、完了日より介護保険の記録は２年間保

持いたします。なお保管する記録・書類は、本人・家族のお申し出により閲覧・謄写に

応じます。ただし、謄写の実費を請求することがあります。 

 

１７ 要望または苦情の窓口 

当事業者のサービスの提供について、相談をすることが出来ます。 

   相談窓口  

担当：介護老人保健施設  ハイマート有玉  訪問リハビリテーション  理学療法士  村松裕子   

    電話番号：０５３－４３４－７８７７   

  平日 9 時～17 時  土日祝祭日 9 時～12 時 

 

   この他、市町村や国民健康保険団体連合会窓口に相談することができます。 

市町村 

担当窓口  浜松市中央区 健康福祉部 介護保険課 

電話番号 ０５３－４５７－２８７５ 

浜松市中央区役所 長寿支援課 

電話番号 ０５３－４５７－２３２４ 

国民健康保険団体連合会 
担当窓口  静岡県業務部介護保険課 

電話番号  ０５４－２５３－５５９０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

重要事項説明書 付則 

〔介護老人保健施設 ハイマート有玉 訪問リハビリテーション〕 

 

付則 この重要事項説明書は 令和 6 年 7 月 1 日から施行する 

    


